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自動車保険

パーフェクトガイド
【2026年1月以降始期用】
おケガの補償編

あいおいニッセイ同和損害保険



当社ならではの事故対応サービス 『I’m ZIDAN』

夜間・休日の事故は全体の60％以上、当社では夜間・休日も社員が事故対応、

24時間365日、平日と変わらずお客さまによりそった事故対応サービスを実現



LESSON

おケガの補償



Point

人身傷害保険①

自動車事故等により被保険者が死傷した場合に、治療費や休業損害や

精神的損害など各種の損害について保険金額を限度にお支払い

自動セット



Point

人身傷害保険②

万が一の事故に備えて、人身傷害保険の保険金額は十分な金額を設定

（以下年令別の損害額目安を参考）

 重度後遺障害を被った場合は保険金額「無制限」で補償

※ 重度後遺障害とは、神経系統や胸腹部臓器の機能等に著しい障害を残し、介護を要する場合をいう

自動セット



Point

入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約

人身傷害対象事故に伴い、事故後の生活を支えるために必要な費用をお支払い

 ホームヘルパー・ベビーシッター・ペットシッターなどの雇入費用を補償したり、後遺障害発生時に

リハビリ訓練等の費用に対して支払

自動セット



Point

人身傷害家族臨時交通費用特約

人身傷害対象事故により、被保険者が死亡または入院した場合、

臨時で発生する家族の交通費用をお支払い

 家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚

（これまでに婚姻歴がないことをいいます）の子を指す

 テレマティクス自動車保険契約に『自動セット』

葬儀参列または看護等のために、遠隔地家族がその居住地から現地へ赴くために

利用する鉄道・船舶・航空機等の費用から、

1回の事故につき遠隔地家族1名に対し １０万円 （２名分限度）でお支払い

※1名に対して免責金額1万円を控除

自動セット



Point

傷害一時金特約

人身傷害対象事故により、被保険者が傷害を被った場合に、

治療日数や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払い

 支払保険金の額が「2倍」となる傷害一時金倍額払特約あり

 治療日数が5日以上の場合の支払保険金の額が一律10万円となる傷害一時金（1万円・10万円）特約

あり、支払保険金の額が「2倍」となる傷害一時金（1万円・10万円）倍額払特約もあり

任意セット



LESSON

ご清聴ありがとうございました。

Thank You For Your Attention

ミニテストはコチラから

https://forms.office.com/r/Mwjqi21eDT

